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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

上下水道局 下水道建設課 

許認可等の内容 下水道排水設備指定工事店証再交付申請に対する再交付 

根拠法令等及び条項 栃木市下水道排水設備指定工事店規程第５条第３項 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間 日以内 

審

査

基

準 

根拠条項 栃木市下水道排水設備指定工事店規程第５条第３項 

参考事項  

設定等年月日 
平成２２年 ３月２９日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

１ 指定工事店証を損傷し、又は紛失したとき 

 

  


